
２０１８年３月１５日京都地方裁判所判決／３月１６日東京地方裁判所

判決／３月２２日福島地方裁判所いわき支部判決 

国･東京電力の加害責任を断罪し 

新たな原発被害救済の枠組みを作る 

 

文京区民センター：都営三田線・大江戸線「春日駅 A2出口」徒歩 2分、東京メトロ丸ノ内線「後

楽園駅 4b出口」徒歩 5分、東京メトロ南北線「後楽園駅 6番出口」徒歩 5 分、JR水道橋駅東口

徒歩 15分、都バス（都 02・都 02乙・上 69・上 60)春日駅徒歩 2分 

（主催） 

原発被害訴訟原告団全国連絡会 

原発被害訴訟全国弁護団連絡会 
 

（連絡先） 

原発全国連事務局 
東京都新宿区新宿２－１－３ サニーシティ新宿御苑

10Ｆ スモン公害センター内  

Tel: 03-6709-8090 
 

 

出典：東京電力ホールディングス 


